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１ 条例改正の背景（職員数の減少） 

 水道事業に携わる職員数の減少に伴い、必要な技術者の確保が困難になっていることから、国が布設工事監督者※１及び 

水道技術管理者※２の資格要件を見直したことを踏まえ、長崎市におけるそれらの資格要件を国と同様に改正することとしたもの。 

※１ 布設工事監督者とは、水道の布設工事の施工に関する技術上の監督業務を行う者 

・ここでいう「布設工事」とは単純な管路更新といった土木工事ではなく、「水道施設の新設」や「浄水処理に係る施設の増築や大規模

な改造」など施工方法によっては水道水の水質に影響を与える工事をいう。 

※２ 水道技術管理者とは、水道の管理についての技術上の業務（水道法に基づく水質検査、水道施設や給水装置が基準に適合している

かどうかの検査等）を監督する者 

２ 布設工事監督者の資格要件の改正 

（１）布設工事監督者の資格要件 

  布設工事を行うに当たっては、土木工事に係る知識だけではなく、水質確保の観点から水道・衛生工学に関する知識も不可欠であるこ

とを鑑み、その資格要件には、学位等で得られる土木や水道・衛生工学の知識に応じて、必要とする実務経験年数（最長で 10 年以上）

を設定している。 

（２）資格要件の主な見直し 

ア 区分の新設 

・これまでの土木工学等に加え、機械工学科（機械科）若しくは電気工学科（電気科）又はこれらに相当する課程を修めて卒業したこ

とを資格要件の区分として新設 

・ これまでの技術士（上下水道部門）に加え、１級土木施工管理技士等を資格要件の区分として新設 
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イ 必要とされる実務経験年数の見直し 

・ これまでは、必要とされる技術上の実務経験年数の全てが水道に関するものである必要があったが、見直し後は、水道の関連分野（工

業用水道、下水道、道路及び河川）の実務経験年数をその半分まで算入することを可能とした。 

（３）布設工事監督者の資格要件（改正前・改正後） 

改正前                                改正後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

技術上の
実務経験

技術上の
実務経験

衛生工学又は
水道工学を履修

２年以上 削除 －

上記以外を履修 ３年以上 削除 ３年以上

４年以上

５年以上 ５年以上

６年以上

土木科又はこれに相当する課程 ７年以上 土木科又はこれに相当する課程 ７年以上

８年以上

上記それぞれに
該当する
年数以上

１年以上 ２年以上

２年以上 ３年以上

１０年以上 １０年以上

１年以上 １年以上

３年以上

新設

短期大学卒業
高等専門学校卒業
専門職大学前期課程修了

高等学校卒業
中等教育学校卒業

水道の工事に関する技術上の実務経験のみ

新設 機械科・電気科又はこれに相当する課程

分　類

新設

土木工学科又は
これに相当する課程

大学卒業

土木科又はこれに相当する課程

分　類

大学卒業

土木工学科又は
これに相当する課程

機械工学科・電気工学科又はこれに相当する課程

短期大学卒業
高等専門学校卒業
専門職大学前期課程修了

土木科又はこれに相当する課程

機械科・電気科又はこれに相当する課程

高等学校卒業
中等教育学校卒業

水道、下水道、道路等の工事に関する技術上の実務経験のみ

外国において上記それぞれに相当する学校・課程と同等以上に修得新設

衛生工学又は水道工学を
大学院研究科で１年以上
専攻又は大学の専攻科で
修了

衛生工学又は水道工学を
大学院研究科で１年以上
専攻又は大学の専攻科で
修了

土木工学科又はこれらに相当する課程を
修了して大学卒業

土木工学科又はこれらに相当する課程を
修了して短期大学等卒業

土木工学科、機械工学科、電気工学科又はこれら
に相当する課程を修了して大学卒業

土木工学科、機械工学科、電気工学科又はこれら
に相当する課程を修了して短期大学等卒業

新設 １級土木施工管理技士

技術士上下水道部門２次試験合格 技術士上下水道部門　２次試験合格

※実務経験年数の少なくとも半分は水道に関する実務経験を必要とし、残りの実務
　経験年数には、工業用水・下水道・道路及び河川分野の経験についても算入可能
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３ 水道技術管理者の資格要件の改正 

（１）水道技術管理者の資格要件 

水道技術管理者は、水質・衛生等の基準順守や給水の緊急停止の判断等の技術上の責任者であり、土木等に限らず種々の知識等が求めら

れることを踏まえ、その資格要件には、学位等で得られる知識等を総合的に勘案して、必要とする実務経験年数（最長で 10 年以上）を設

定している。 

（２）資格要件の主な見直し 

ア 必要とされる実務経験年数の見直し 

学歴ごとの区分を「① 工学のうち土木工学科、土木科、又はこれに相当する課程」、「② ①以外の工学、理学、農学、医学、薬学、

又はこれらに相当する課程」、「③ ①②以外の課程」に見直し、必要とする実務経験年数を新たに設定 

イ 区分の新設 

技術士（上下水道部門）、１級土木施工管理技士等を資格要件の区分として新設 
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（３）水道技術管理者の資格要件（改正前・改正後） 

改正前                                改正後 

 

 

  

技術上の
実務経験

技術上の
実務経験

不要

３年以上

４年以上 ４年以上

５年以上 ５年以上

５年以上

６年以上 ６年以上

７年以上 ７年以上

７年以上

８年以上 ８年以上

９年以上 ９年以上

上記それぞれに
該当する
年数以上

１０年以上 １０年以上

不要 不要

１年以上

３年以上

新設 外国において上記それぞれに相当する学校・課程と同等以上に修得

水道の工事に関する技術上の実務経験のみ

１級土木施工管理技士

国土交通大臣の登録を受けたものが行う講習の課程を修了

新設

新設

国土交通大臣の登録を受けたものが行う講習の課程を修了

短期大学卒業
高等専門学校卒業
専門職大学前期課程
修了

②　①以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学
　　に関する課程又はこれらに相当する課程

③　①②以外の課程

水道の工事に関する技術上の実務経験のみ

技術士上下水道部門　２次試験合格

高等学校卒業
中等教育学校卒業

新設

①　土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは
　　薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目

②　工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学
　　科目又はこれらに相当する学科目以外の学科目

③　①②以外の課程

新設

①　工学のうち土木工学科、
　　土木科又はこれに相当する課程

②　工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学
　　科目又はこれらに相当する学科目以外の学科目

大学卒業

短期大学卒業
高等専門学校卒業
専門職大学前期課程
修了

高等学校卒業
中等教育学校卒業

①　工学のうち土木工学科、
　　土木科又はこれに相当する課程

②　①以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学
　　に関する課程又はこれらに相当する課程

③　①②以外の課程
②　工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学
　　科目又はこれらに相当する学科目以外の学科目

①　土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは
　　薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目

分　類 分　類

①　土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは
　　薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目

②　①以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学
　　に関する課程又はこれらに相当する課程

布設工事監督者の資格を有するもの

新設

削除

大学卒業

①　工学のうち土木工学科、
　　土木科又はこれに相当する課程
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  ４ 施行期日  令和７年４月１日 

 

  ５ 新旧対照表 

  ○長崎市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例 

改正後 改正前 

（水道の布設工事及び布設工事監督者の資格） （水道の布設工事及び布設工事監督者の資格） 

第１０条 〔略〕 第１０条 〔略〕 

２ 水道法第１２条第２項の規定に基づき条例で定める水道の布設工事監

督者の資格は、次のとおりとする。 

２ 水道法第１２条第２項の規定に基づき条例で定める水道の布設工事監

督者の資格は、次のとおりとする。 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を

除く。以下同じ。）又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）による

大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した

後、３年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川（以下この項

において「水道等」という。）に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者に限る。） 

(1) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による大学（短期大学を

除く。以下同じ。）の土木工学科若しくはこれに相当する課程におい

て衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又

は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）による大学において土木工学

科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、２年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学

科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した

後、４年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

（２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限

る。） 

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程にお

いて衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業

した後、３年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する

者 

(3) 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を

含む。）若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第

６１号）による専門学校（以下「短期大学等」という。）において土

木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後（同法による専門職

大学の前期課程にあつては、修了した後。次号において同じ。）、５

年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（２年

６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限

(3) 学校教育法による短期大学（同法による専門職大学の前期課程を

含む。）若しくは高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第

６１号）による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修

めて卒業した後（同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了

した後）、５年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者 
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る。） 

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する

課程を修めて卒業した後、６年以上水道等に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者（３年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者に限る。） 

〔新設〕 

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校

令（昭和１８年勅令第３６号）による中等学校（以下「高等学校等」

という。）において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した

後、７年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

（３年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

に限る。） 

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校

令（昭和１８年勅令第３６号）による中等学校において土木科又はこ

れに相当する課程を修めて卒業した後、７年以上水道に関する技術上

の実務に従事した経験を有する者 

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する

課程を修めて卒業した後、８年以上水道等に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者（４年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有する者に限る。） 

〔新設〕 

(7) １０年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を

有する者（５年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者に限る。） 

(5) １０年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有

する者 

(8) 第１号又は第２号の卒業者であつて、学校教育法に基づく大学院

研究科において１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専

攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関

する専攻を修了した後、第１号の卒業者にあつては２年以上、第２号

の卒業者にあつては３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した

経験を有するもの（第１号の卒業者にあっては１年以上、第２号の卒

業者にあっては１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者に限る。） 

(6) 第１号又は第２号の卒業者であつて、学校教育法に基づく大学院

研究科において１年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専

攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関

する専攻を修了した後、第１号の卒業者にあつては１年以上、第２号

の卒業者にあつては２年以上水道に関する技術上の実務に従事した経

験を有する者 

(9) 外国の学校において、第１号から第６号までに規定する課程に相

当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程

度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年

(7) 外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課程及び

学科目又は第３号若しくは第４号に規定する課程に相当する課程又は

学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と
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数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者（それ

ぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の２分の１以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以

上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(10) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による

第二次試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道

及び工業用水道を選択したものに限る。）であつて、１年以上水道等

に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの（６月以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。） 

(8) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第４条第１項の規定による

第二次試験のうち上下水道部門に合格した者（選択科目として上水道

及び工業用水道を選択したものに限る。）であつて、１年以上水道に

関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(11) 建設業法施行令（昭和３１年政令第２７３号）第３７条第１項及

び第２項の規定による土木施工管理に係る１級の技術検定に合格した

者であって、３年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を

有するもの（１年６月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験

を有する者に限る。） 

〔新設〕 

（水道技術管理者の資格） （水道技術管理者の資格） 

第１１条 水道法第１９条第３項の規定に基づき条例で定める水道技術管

理者の資格は、次のとおりとする。 

第１１条 水道法第１９条第３項の規定に基づき条例で定める水道技術管

理者の資格は、次のとおりとする。 

(1) 前条第２項第１号、第３号又は第５号に規定する学校において土

木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した

後（学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した

後）、同項第１号に規定する学校を卒業した者にあっては３年以上、

同項第３号に規定する学校を卒業した者（同法による専門職大学の前

期課程にあっては、修了した者）にあっては５年以上、同項第５号に

規定する学校を卒業した者にあっては７年以上水道に関する技術上の

実務に従事した経験を有する者 

(1) 前条第２項の規定により水道の布設工事監督者たる資格を有する

者 

(2) 前条第２項第１号、第３号又は第５号に規定する学校において工

学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程

（土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。）を修

めて卒業した後（学校教育法による専門職大学の前期課程にあつて

は、修了した後）、同項第１号に規定する学校を卒業した者にあつて

(2) 前条第２項第１号、第３号及び第４号に規定する学校において土

木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又

はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後（学校教育法による専

門職大学の前期課程にあつては、修了した後）、同項第１号に規定す

る学校を卒業した者にあつては４年以上、同項第３号に規定する学校
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は４年以上、同項第３号に規定する学校を卒業した者（同法による専

門職大学の前期課程にあつては、修了した者）にあつては６年以上、

同項第５号に規定する学校を卒業した者にあつては８年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 

を卒業した者（同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了し

た者）にあつては６年以上、同項第４号に規定する学校を卒業した者

にあつては８年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者 

(3) 〔略〕 (3) 〔略〕 

(4) 前条第２項第１号、第３号又は第５号に規定する学校において、

工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当す

る課程以外の課程を修めて卒業した（当該学科目を修めて学校教育法

に基づく専門職大学の前期課程（以下この号において「専門職大学前

期課程」という。）を修了した場合を含む。）後、同項第１号に規定

する学校の卒業者にあつては５年以上、同項第３号に規定する学校の

卒業者（専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。）

にあつては７年以上、同項第５号に規定する学校の卒業者にあつては

９年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(4) 前条第２項第１号、第３号及び第４号に規定する学校において、

工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当

する学科目以外の学科目を修めて卒業した（当該学科目を修めて学校

教育法に基づく専門職大学の前期課程（以下この号において「専門職

大学前期課程」という。）を修了した場合を含む。）後、同項第１号

に規定する学校の卒業者にあつては５年以上、同項第３号に規定する

学校の卒業者（専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同

じ。）にあつては７年以上、同項第４号に規定する学校の卒業者にあ

つては９年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(5) 外国の学校において、第１号若しくは第２号に規定する課程又は

前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する

学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各

号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者 

(5) 外国の学校において、第２号に規定する学科目又は前号に規定す

る学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校にお

いて修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業

者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事

した経験を有する者 

(6) 〔略〕 (6) 〔略〕 

(7) 技術士法第４条第１項の規定による第２次試験のうち上下水道部

門に合格した者（選択科目として上水道及び工業用水道を選択したも

のに限る。）であって、１年以上水道に関する技術上の実務に従事し

た経験を有するもの 

〔新設〕 

(8) 建設業法施行令第３７条第１項及び第２項の規定による土木施工

管理に係る１級の技術検定に合格した者であって、３年以上水道に関

する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

〔新設〕 

 


